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  はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 戦争1は歴史とともに古い。しかし、それは、近

代的ネイションが形成されるに至って、意味を変

えた2。それゆえ、現代の戦争と平和を考察するに

あたり何よりも論じられるべきは、近代的ネイシ

ョンである。本報告は、戦争をネイションとの関

連で考察し、この視点から「平和の構想」につい

て考えることを課題としている。 

ネイション形成は、16 世紀から 20 世紀に及ぶ

長期の過程である3。後に示す徴標にしたがって、

                                                           
1 戦争に関する定義はさまざまになされている。たとえ

ばクラウゼヴィッツによれば、戦争は「自らの意志を相

手方に強制することを意図した一種の暴力行為」（クラ

ウゼヴィッツ[1968]）である。カイヨワは、戦争を「集

団的、意図的かつ組織的な闘争」（カイヨワ[1974]）であ

ると述べている。一般的にはこれらの場合、戦争の主体

は国家である。つまり、戦争とは国家間戦争にほかなら

ない。西谷修も、「戦争」という日本語は「近代戦争、

つまり近代国家同士の戦争」（西谷[1998]）を想定してい

ると指摘している。いま戦争の定義に立ち入ることはで

きないが、本稿では戦争を対外戦争だけに限定していな

い。内戦(civil war)もまた戦争であるという認識が、ネイ

ションと戦争というテーマを考える場合に不可欠であ

ると考えるからである。 
2 西谷修は、「戦争は、武器や戦術や兵站といった物質

的条件によってのみ規定されるわけではない。誰が戦争

を担うのか、という主体的条件があり、それが戦争の社

会的意味や、戦争そのもののあり様を根本的に決定して

いる。近代の戦争が決定的な変化を見たのはなによりも

まずその点においてである」（西谷[1998]）と述べ、戦

争をとくに「近代の戦争」と理解している。この視点は、

重要である。 
3 ネイションは、経済的には、すでに16～17世紀の重

商主義期に現れる。それは、王国／国家の富裕化の主体

としてとらえられる。このようなネイションの概念は、

重商主義から古典派経済学までの文献に一貫して見ら

れる。これに対して、政治的な意味でのネイションは、

共通の法と政府の下に統合された集合体（政治社会）と

して理解される。17世紀イングランドの社会契約説は、

ネイションの歴史を次の４段階に分ける。 

 １）絶対王政期（16世紀～18世紀前半） 

 ２）近代市民社会成立期（18世紀後半～19世紀） 

 ３）帝国主義期（19世紀末～20世紀前半） 

 ４）ポスト大戦期（20世紀後半～） 

重要なのは、このネイション形成過程全体が対

立・抗争をもち、それぞれが戦争・内戦の契機を

胚胎することである。すなわちネイションはそも

そも内部に、(1)支配者層の間の対立、(2)支配者

層と被支配者層の対立、(3)支配的民族と周辺少数

民族の対立、をはらみ、さらに外部に、(4)他のネ

イションとの対抗、(5)古い帝国との対立、(6)植

民地化した諸民族との対立、をもって存在した。

そしてネイションはこれらの対立に、暴力や武力

をもって――内戦、戦争の手段によって――対処

したのである。 

ネイションの歴史は戦争の歴史でもあり、それ

ぞれの時期にネイションのあり方に対応して、特

性の異なる戦争が起こった4。まず、これを類型化

して考察する。第１節では 19世紀までの戦争を、

第２節では 20世紀の戦争を、ネイションのあり方

と関連付けて取り上げる。第３節では、今日的な

「平和の現代的諸構想」について考察したい。 

                                                                                  

これをコモンウェルスとも市民社会とも表現したが、ま

だネイションの概念は断片的にしか現れない。政治的な

ネイション概念はフランス革命以後一般化すると見て

よい。近代はいずれの段階をも包括する時代として理解

しておきたい。なお、ネイション概念については、さし

あたり渡辺憲正[2004]を参照。 
4 カルドーは、「戦争とは、近代国家の発展と密接に関

係した現象である」という理解に基づいて、ほぼ同じ４

つの区分を行い、政治体制の種類、戦争目的、軍隊の形

態、軍事技術、軍事経済について論じている（カルドー

[2003]）。 
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第第第第 1111 節節節節    近代的ネイション形成と戦争近代的ネイション形成と戦争近代的ネイション形成と戦争近代的ネイション形成と戦争    

    

１．絶対王政期の戦争１．絶対王政期の戦争１．絶対王政期の戦争１．絶対王政期の戦争    

 

西欧では百年戦争が終結したのち、封建制の解

体、王権の伸張につれて、いくつかの先進ネイシ

ョン（スペイン、オランダ、イギリス、フランス

等）が形成された。絶対王政期における先進ネイ

ション形成の特色は何か。このネイション形成に

は、次の諸過程が見られる。(1)封建的身分制度の

解体と王権／ブルジョア的商人層の伸張、(2)宗教

改革／宗教戦争、(3)国家（王国）形成と議会制度

の整備、(4)領土の確定、(5)周辺少数民族の統合、

(6)貨幣と度量衡の統一：商業と工業の振興、(7)

重商主義による富国政策と植民地形成、(8)国民語

の形成。 

 

■絶対王政期の諸戦争■絶対王政期の諸戦争■絶対王政期の諸戦争■絶対王政期の諸戦争    

第１期において注目すべきなのは、ネイション

形成の過程で、どの先進ネイションも支配者層が、

一定の領土を確保し、被支配者層と周辺民族を内

部に組み込みかつ抑圧し、国民統合をはかったと

いうことである。それは、何らかの暴力的形態を

とり、ヨーロッパの地において紛争や内戦、戦争

を引き起こした（薔薇戦争／清教徒革命／フロン

ドの乱／イタリア戦争／オランダ独立戦争／ユグ

ノー戦争／三十年戦争／フランドル戦争／オラン

ダ戦争／アイルランド征服戦争等）。ネイションの

戦争は、内戦と対外戦争に分けられる。前者を無

視することは、ネイションの暴力性を見失わせる

要因となる。 

ネイションは初期の形成過程において、同時に

「国民帝国」（山本有造編[2003]参照）形成をはか

るようになる。絶対王政期は、先進ネイションが

南北アメリカやアジアの植民地化をはかり、他民

族支配を拡大した、グローバリゼーションの開始

時期でもある。16世紀には、スペインやポルトガ

ルがアメリカ大陸を征服して帝国を築き、インデ

ィオに通常戦争をはるかに上回る甚大な被害をも

たらした。それは、先住民族にとっては民族の存

亡がかかる戦争であった。17世紀になると、イギ

リスは重商主義に基づいて、オランダ、フランス

と世界商業の覇権を争い、植民地争奪戦争を経て、

第一次大英帝国を確立した。最初は王権に保護さ

れた商業資本が国外に進出した。先進ネイション

は、ネイションを未だ形成していない先住民族の

土地（無主地）を分割・領有して、他民族を抑圧

した。この段階で注目されるのは、第一次大英帝

国に見られるように、征服先が大半は国家形成以

前の非文明社会であったということである。 

先進ネイションはさまざまな相手と、最初から

交戦したわけではない。だが、ある段階では必ず

戦争を交える。国民帝国は、(1)他の国民帝国と覇

権争いを演じ、(2)旧帝国（ロシア帝国、オスマン

帝国等）と利権を争い、(3)非西欧国家に干渉し、

(4)周辺諸民族の地域を植民地化した。これらいず

れにおいても戦争（英蘭戦争／スペイン継承戦争

／七年戦争／ウィーン包囲／北方戦争／ポーラン

ド分割／カーナティック戦争等）を起こした。 

 戦争には、開戦の決定、戦費の調達、軍隊組織

等、遂行の諸様態が存在する。ここでは詳細を論

述できないが、この時期を特徴づけるいくつかの

事柄について述べておきたい。 

まず指摘してよいのは、戦争にあたって各国民

の大部分は、決定に関与していないということで

ある。開戦は、主権者とされる王権等がもつ権限

による。支配者層は、支持の調達を必要とも考え

ていない。要請されたのはせいぜい議会による承

認である。それは戦費の調達のために必要とされ

ていた。これらのゆえに国王は、しばしば議会と

対立した。もちろん、議会も防衛のための戦争を

否定していない。しかし議会は独自の利害をもつ

のであり、この対立ゆえに国王が議会召集をとき

に回避したこともあるのは周知の通りである。 

では、誰が戦争を担ったのか。これには時代的

に区別がある。クラウゼヴィッツによれば、下記

の通り（クラウゼヴィッツ[1968]）。 

１）中世君主制国家――封建制軍隊（臣従関係

に基づく組織） 

２）中世商業都市 ――傭兵隊長 
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３）絶対王政期  ――常備軍（常備の傭兵） 

４）市民革命期  ――徴兵制と国民軍 

各国により差異がある。イギリスでは、17世紀前

半に民兵組織であったが、1643年に志願による募

兵制度が採用され、すぐさま強制的徴兵制に移行

したとされる。フランスでは、ルイ14世の時代に

すでに、常備軍が高度の発展を遂げていた。この

ことは、財政的負担に耐えうる国家形成を要請し

た。この意味において、絶対王政期は、戦争遂行

の軍事国家が形成された時期でもある5。 

とはいえ、戦争は「ネイション＝国民の事業」

にはなっていなかった。クラウゼヴィッツは 17

世紀～18世紀の戦争が「政府だけの事業」であっ

たことを、こう述べている。 

  「諸国の軍隊は、国庫によって維持されたが、

しかし国庫は君主の私物、あるいは少なくと

も政府の財産であって、国民に属するもので

はなかった。また外国との関係も、貿易に関

する若干の事項は別として、おおかたは国庫

あるいは政府の利害だけの問題であって、国

民の利害に関わりはなかった。……18 世紀

のかかる状態においては、国民は戦争に何ら

直接の関わりがなく、ただ国民の一般的素質

の良否が戦争に間接的な影響を及ぼすにす

ぎなかった。／このように政府は国民から分

離し、それだけで国家を標榜するに従って、

戦争はますます政府だけの事業となった。そ

こで政府は公金を支出し、所属の地方から駆

り集めた流浪者を使役して、戦争という事業

を営んだ」（クラウゼヴィッツ［1968］）。 

 

■戦争の正当化根拠■戦争の正当化根拠■戦争の正当化根拠■戦争の正当化根拠    

 では、各ネイションが本格的に形成された絶対

王政期に、戦争はどのようにとらえられた（正当

化された）のか。国家の戦争は、近代の初期には

万民法によって正当化されていた。すなわち「正

しい戦争」の存在が肯定された。 

トマス・モアは『ユートピア』の中で、ユート

                                                           
5 カイヨワ[1974]、ハワード[1981]、ブリュア[2003]等

をも参照。 

ピア人が戦争や戦闘を野獣的な行為として忌み嫌

うとしながらも、侵略に対する防衛、抑圧された

他国民の解放などの戦争を起こす理由を、次のよ

うに描いた。 

「自分の国を守るためか、友邦に侵略して

きた敵軍を撃退するためか、圧政に苦しめら

れている友邦国民を武力に訴えてでも、その

虐政の桎梏から解放してやるためか、そのい

ずれかでない限り［ユートピア人が］戦争を

するということはない。……敵軍の侵入によ

って多くの略奪品や戦利品が国外に持ち去

られる場合、彼らが必ず戦争を始めるのはも

ちろんである」（モア [1957]）。 

それだけではない。植民地を建設し、その土地の

住民がそれを拒んだ場合には住民をすべて追い払

う、として、こうも述べている。 

 「もしそのとき、住民が反抗し暴動を起こせ

ば、彼らは直ちに住民に対して戦いを開く。

なぜなら、ある国の国民がその土地をただ無

意味に遊ばせているくせに、自然法にしたが

ってその土地によって生活しようとする他

の国民にそれを拒むことは、これこそ、戦争

の最も正当な理由と彼らは考えるからであ

る」（同上）。 

ここにある論理――「無主地は所有できる」とい

う論理――は、当時のネイションの基本的あり方

を映している。これは、グロティウス、ロックを

先取りするものである。 

三十年戦争の最中を生きたグロティウスは、戦

争に関わる法において、「いかなる戦争が正しき

か」を、自然法と関連づけて論じている。 

「自然の第一原理［キケロのいう自己保存

原理］においては、戦争に矛盾するものは皆

無である。いなむしろすべてのものは戦争に

好都合である。けだし戦争の目的は、生命と

身体各部分の保全、および生存に有用なるも

のの保持または獲得にあるゆえに、戦争はこ

れらの自然の第一原理と完全に合致する」

(グロティウス[1989])。 

戦争は、生命（と身体各部分）の保全、生存に必
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要なもの（財富）の獲得のために行われる。この

基本的な前提に立って、防衛、財産の回復および

刑罰を、戦争の正しい原因と規定している。 

「戦争の生ずる原因は、訴訟の生ずる原因

と同様に、無数に存在することは明らかであ

る。けだし、司法的解決が失敗したときに、

戦争が始まるからである。さらに、訴権は、

危害が未遂なる場合にも、また既遂なる場合

にも起こる。未遂の場合には、例えば、危害

を起さないとの保障、将来起るべき危害に対

する賠償の保障、また暴力の行使の禁止を求

める場合である。既遂の場合とは、損害賠償

を求め、または刑罰を課する場合である。／

多くのものは、戦争の３つの正しき原因を認

めている。即ち、防衛、財産の回復および刑

罰である」（同上）。 

ただし、グロティウスの場合も、戦争がつねに防

衛的回復的な「正しさ」に貫かれているわけでは

ない。グロティウスは、無主物に対する所有権と

野蛮人等に対する戦争を肯定する。「野獣に対する

戦争は最も正しく、次には野獣に似た人々に対す

る戦争がこれに続く」というイソクラテスの言を

引いて、野蛮人に対する戦争は正しいと主張する。

この論理は、非西欧諸地域を万民法の外に置き、

これらに対するいかなる戦争をも正当化するもの

である。 

正戦論は、それゆえダブルスタンダードである。

たしかに西欧における戦争は、「防衛、財産の回復

および刑罰」という伝統的な「正しい原因」によ

って正当化される。だが他方、植民地の開拓、非

西欧地域への戦争は、それ自体が無条件に正当化

される。グロティウスは、この意味でも正戦論者

であった6。 

 

                                                           
6 シュミットはこのことゆえに、グロティウスが「不正

な戦争をも万民法の現実の戦争として取り扱っている」

ことを批判する。他方、新世界の陸地取得の権利につい

て論じた箇所で、ビトリャが、アメリカの先住民たちを

野蛮人だがヨーロッパ人と同じ人間であると述べ、教皇

や皇帝の支配権原を不適当かつ非正統としたことを評

価している（以上、シュミット[1976]）。 

２．近代市民社会成立期の戦争２．近代市民社会成立期の戦争２．近代市民社会成立期の戦争２．近代市民社会成立期の戦争    

 

市民革命以後、先進ネイションはますます制度

的に整備され、近代市民社会を形成すると同時に

広大な国民帝国を築くに至る。それは、次のよう

な諸過程を含んでいる。(1)国民経済の形成と資本

主義の成立、(2)外国貿易と植民地の開拓→国民帝

国の形成、(3)交通革命、(4)市民革命による政治

的国家の形成と政党政治、(5)「人間」の権利を基

礎とした法体系の形成、(6)常備軍（徴兵制）設置、

(7)国民教育制度の整備、(8)国民文化形成7。 

 

■市民革命以後（■市民革命以後（■市民革命以後（■市民革命以後（18181818 世紀後半～世紀後半～世紀後半～世紀後半～19191919 世紀）の諸戦争世紀）の諸戦争世紀）の諸戦争世紀）の諸戦争    

 政治的にはアメリカ独立革命（戦争）とフラン

ス革命を通して、経済的には産業革命を通して、

近代特有のネイションが形成される。つまり、資

本主義が成立し、ネイションのこの経済的土台に

照応する政治的法律的上部構造を形成する段階で

ある。同時に、これらの完成とともに、生活上文

化上でも近代化が進み、西欧社会は富を蓄積する。

このことは戦争にも一定の変化を与える。ヨーロ

ッパにおいてネイション内部での破壊的内戦は少

なくなる。他方、この時期は、植民地化を全世界

に拡大する時期でもある。植民地は、原料資源供

給地であり、商品市場であり、これがヨーロッパ

の富の源泉となった。イギリス、フランスを中心

とした帝国形成。とくに、第二次大英帝国の形成

期。 

ナポレオン戦争以後、ヨーロッパを戦場とする

戦争も避けられるようになる。19世紀は「平和の

世紀」（ホブズボーム[1996]）と言われる。とはい

え、文明化が進み、市民社会が成立したから戦争

がなくなったというわけではない。むしろ非西欧

地域での戦争が多発し、絶えることがなかった（プ

ラッシーの戦い／アヘン戦争／シパーヒーの反乱

等）。オーストラリアやニュージーランドを別とし

て、国家を形成した周辺の民族との対峙を迫られ

                                                           
7  西川長夫は国民統合に、経済統合、国家統合、国民

統合、文化統合の次元を区別し、主として市民革命以後

の特性に基づいて各要素を示している（西川[1998]）。 
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たから、兵器の発達も絡み、激しい戦争が立て続

いた。近代化した旧帝国も、領土拡大に乗り出し、

19世紀を通じて戦争を起こした（カフカース戦争

／クリミア戦争／露土戦争等）。 

 19世紀には、後進のネイション形成がはかられ

た。１つは中南米諸国（ハイチ、コロンビア、ア

ルゼンチン、メキシコ等）の独立であり、もう１

つは、ドイツ、イタリア、日本などのネイション

形成である。ここでも特徴的な現象は、後進ネイ

ションが異なる条件下でありながら先進ネイショ

ンと同じ志向をもって動き、戦争をしたというこ

とである（イタリア統一戦争／普墺戦争／デンマ

ーク戦争／西南戦争／日清戦争等）。 

 18世紀後半以後、戦争の諸様態はどう変化した

か。肝心なのは、市民革命以後、人間の基本権が

認められるに至った段階でも、戦争が否定されず、

むしろ国民的基盤を拡大し、方法的になったとい

うことである。共和政国家はなお少なかったとは

いえ、議会制度が各国で発達し、戦争にさいして

国民の合意調達が求められた。こうしてフランス

革命以後、戦争の様相は一変した。クラウゼヴィ

ッツは、戦争が「敵の完全な打倒」という戦争の

絶対的形態に近づいたと述べている。 

  「ナポレオンこのかた、戦争はまずフランス

の側において、ついでフランスに対抗する同

盟軍の側で、ふたたび国民の本分となり、こ

れまでとはまったく異なる性質を帯びるに

至った。――というよりはむしろ戦争の本性、

すなわち戦争の絶対的形態に著しく近づい

たと言ったほうがいっそう適切である。……

軍事的行動の目標は敵の完全な打倒であっ

た。……こうして戦争の本分は、一切の因襲

的制限をかなぐり捨てて、戦争に本来の激烈

な力を仮借なく発揮するようになった。その

原因は諸国民がいずれも戦争という国家の

大事に関与したところにある」（クラウゼヴ

ィッツ[1968]）。 

軍隊は徴兵制と国民軍に基礎をおくものとなり、

それだけ戦争の規模も拡大した。 

しかし、だから19世紀のヨーロッパは戦乱に満

ちていたかといえば、そうではない。むしろ上記

のように、ナポレオン戦争以後の19世紀は、ヨー

ロッパを戦場とする戦争が少なくなった。他方、

周辺地域、とくにアジアでは戦争が絶えていない。

戦争に関するダブルスタンダードは、はっきりと

西欧での非戦と非西欧での夥しい戦争という形を

とって現れた。このことは、ヨーロッパが富を蓄

積したことと密接に関連していると思われる。戦

争は富（財と諸個人）の獲得のために遂行される。

産業革命の時期に、現実的な富をなした「必需品

と便益品」を破壊する戦争をヨーロッパで起こす

ことは、支配者層の合意すら得られなかったので

はないか。 

 

■戦争の正当化根拠■戦争の正当化根拠■戦争の正当化根拠■戦争の正当化根拠    

「人間の権利」を宣言したフランス革命を挟ん

で18世紀後半以後、交戦当事者双方の権利を認め

る非差別戦争論が一般化したと言われる。では、

いかなる根拠によって、人権を基礎とするネイシ

ョンは、戦争を遂行しえたのか。このことを理論

化したのが、ヴァッテルらであるとされている（筒

井[1971]、大沼編[2002]、山内進編[2006]等）。 

ヴァッテルは『諸国民の法』において、こう述

べている。 

 「諸国民は自由、独立、平等であり、各国民

は自己の責務遂行のためなすべきことにつ

いて、自己の良心によって判断しなければな

らない。ある国民に許されることは他の国民

にも許され、諸国民は人類社会で平等な権利

を有する。／各国民は紛争が生じたとき、自

己の側の正当性を主張する。この問題を判断

することはいずれの利害当事者にも、他の諸

国民にも属さない。間違った国家は自己の良

心に対する罪を犯すことになるが、その国民

が正しいこともあり得る以上、その国民に諸

国民の社会の法の違反について罪を問うこ

とはできない」。 

ここに見られるのは、諸国民（万民法）と諸個人

（市民法）の並行関係である。諸個人と同じよう

に、諸国民も自由、独立、平等であり、戦争の正
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当性も各国民の判断に委ねられる。問題は、判断

の主体とされる「国民」とは誰のことか、であろ

う。時代を考えれば、ヴァッテルは、国民といい

ながら、国王の判断を基本的に正当化していると

も言える。しかしともあれ、国民戦争を法と権利

によって正当化したのである。 

  「諸国民は、自然法の厳格さを相互の間で強

制できない。／武器を手に取ることについて

の正義と必然性をもつ国家のみが戦争に訴

える権利をもち、敵を攻撃し、生命を奪い、

財産と所用物を奪い取ることができる。これ

が必然国際法ないし自然法の定めであり、諸

国家はその遵守を義務づけられている。それ

は、各人が良心において従うべき不可侵の規

則である」。 

人間の権利は、かえって戦争の正当化につながる。

そして、すべての戦争が正当とみなされる以上、

正戦論は後景に退くことになる。ただし、すでに

述べたことから示唆されるように、それは、ヨー

ロッパでの非差別の戦争を正当化した、というわ

けではない。むしろヨーロッパ以外の周辺におけ

る戦争を、以上の論理は正当化する。それは元来、

万民法の下で、万民法の外に、認められていた非

差別の「未開人に対する正当戦争」ではなかった

か。なぜなら、未開人は「人間としての権利」が

欠けるとされ、最初から万民法の埒外におかれた

からである8。 

一般には、18世紀後半以後、正戦論から正当原

因を問題としない非差別戦争論への転換が起こっ

たとされる9。しかし、じつは戦争の正当化は行わ

                                                           
8 カントは『永遠平和のために』第３確定条項において、

「現代の大陸の文明化された諸国家、とくに商業活動の

盛んな諸国家の非友好的な態度をこれ［外国人の友好の

権利］と比較してみると、諸国家が他の土地や他の民族

を訪問する［征服する］……さいに示す不正は、恐るべ

き程度にまで達している」（カント[1985]）、と述べた。 
9 モンテスキューの『法の精神』でもすでに、戦争は万

民法と関連づけられている。戦争の権利は、人間個人が

もつ自然権と同等である。モンテスキューはネイション

そのものの生存権を認め、戦争を肯定する。「国家の生

命は人間の生命と同様である。人間には自然的防衛の場

合、人を殺す権利があり、国家には自己自身の保全のた

めに戦争を行う権利がある」(モンテスキュー[1987])。 

れている。転換が起こったとすれば、正当化を「未

開人に対する正当戦争」と同じ水準に無制限に拡

大したときに、西欧地域での戦争は抑制し、従来

すでに行われていた非西欧地域での戦争を生存権

という権利によって基礎づけたところにあると言

いうる10。 

 

 

第２節第２節第２節第２節    現代のネイションと戦争現代のネイションと戦争現代のネイションと戦争現代のネイションと戦争        

 

１．帝国主１．帝国主１．帝国主１．帝国主義期の戦争義期の戦争義期の戦争義期の戦争    

 

■帝国主義期のネイションと戦争■帝国主義期のネイションと戦争■帝国主義期のネイションと戦争■帝国主義期のネイションと戦争    

この時期（1880年代～20世紀前半）のネイショ

ンは、独占資本段階に達する。重化学工業が発達

し、消費社会が到来した。西欧世界は未曾有の富

を蓄積したと言ってよいであろう。政治的には大

衆民主主義が発達し、女性が参政権を獲得し始め

る。このことは国民全体を動員する装置をネイシ

ョンがもったことを意味する。西欧の人びとは、

国民文化の発達の中で蓄積された富を享受した。 

 他方、1884年のベルリン会議以来、先進ネイシ

ョンだけでなく、後進のネイションを含む列強が

世界の領土再分割に乗り出し、戦争を繰り返した。

無主地がなくなり、諸列強は周辺の諸国家（民族

運動）との戦争に入ると同時に、第一次世界大戦

以前に、相互間でも周辺において、かなりの規模

の戦争を展開した（米西戦争／ファショダ事件／

日清戦争／義和団事件／日露戦争／イタリア＝ト

ルコ戦争等）。 

戦争遂行にあたって、２つの条件がある。１つ

は、ネイション内部の抵抗運動（労働運動等）へ

の対応。もう１つは、周辺地域における民族運動・

独立運動への対応。戦争を起こす支配者層は何よ

りも抵抗運動を抑圧し、戦争への国民的合意を取

り付けなければならず、他方においては周辺国家

の統治にも直接統治などの対応を迫られた。 

 第一次世界大戦も最初は周辺で起こったが、ド

                                                           
10 一般的な非差別戦争観把握への異論については、シュ

ミット[1976]の第３部をも参照。 
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イツが関わることによってヨーロッパ全域を戦場

として戦われるに至った。この戦争の結果、ドイ

ツ帝国、ロシア帝国が崩壊し、オーストリア・ハ

ンガリー帝国が解体した。ヴェルサイユ条約等に

より、ドイツの植民地は喪失され、旧オーストリ

ア・ハンガリー帝国やロシア帝国の領内から多く

の国家が生まれた。戦間期の戦争（トルコ＝ギリ

シア戦争／スペイン内戦／満州事変等）と第二次

世界大戦は、帝国解体期における列強の主導権争

い、領土再分割のための侵略戦争である。 

この時期の戦争は、明らかに様相を一変させる。

周知のとおり、とくに二度の世界大戦は、規模、

死者数、戦時体制その他において19世紀の戦争と

異なるものとなった。 

第１に、列強間の植民地戦争から始まり、同盟

戦争が起こった。とくに世界大戦は、すべての列

強がいずれかの同盟に与し、何らかの形で関与し

た「地球規模の戦争」（ホブズボーム[1996]）であ

った。 

 第２に、先進諸国家では「総力戦体制」(山之内

ほか編[1995]、木畑編[2004]等)と言われる体制が

敷かれた。国家は、ナショナリズムを掻き立て、

ネイション内部の対立を暴力的に消失させる――

戦争反対の者を「非国民」として排除する――た

めに総力戦体制を敷き、戦争に国民を動員した。 

 第３に、総力戦体制の結果として、戦闘員だけ

でなく、非戦闘員の死者数も甚大になった。第一

次世界大戦の死者は約 1800 万人（非戦闘員 900

万人）、第二次世界大戦の死者は約5000万人（同

3400万人）とされる。19世紀と異なるのは、ヨー

ロッパを戦場とすることによって、それまで戦争

を仕掛けてきた西欧側の現実的富（財と諸個人）

を大規模に破壊したことである。 

 第４に、兵器の発達。第一次世界大戦では、毒

ガス、戦車、潜水艦、航空機、が開発された。さ

らに生物兵器、化学兵器が開発され、第二次世界

大戦では、ついに核兵器が現れた。航空機による

戦略爆撃以後、戦闘員や軍事施設だけを破壊する

ことは原理的になくなった。つまり必然的に無差

別殺戮の結果を生む武器が開発された。 

 

■帝国主義戦争の正当化根拠■帝国主義戦争の正当化根拠■帝国主義戦争の正当化根拠■帝国主義戦争の正当化根拠    

 最初は、非差別戦争観が支配的である。周辺地

域に対しては、戦争を正当化する必要はなかった

からである。しかし第一次世界大戦に至って、正

当戦争論が復活するとされる一方、戦争の違法化

が提起された。 

シュミットによれば、第一次世界大戦を通して

戦争の意味変化が生じた。第一次世界大戦は、1914

年８月に、古いスタイルのヨーロッパ的な国家間

戦争として始まった。これらの国家は、かかる資

格において互いに承認し合い、ヨーロッパ公法の

意味での正しい敵なのであった。だが、「とりわけ

この第一次世界大戦の結末をつけた平和条約は、

一つの意味変化の重大な萌芽が現れている一連の

特性を含んでいた」。19 世紀まで支配的であった

非差別戦争概念が、新しい正戦概念に取って代わ

られるのである。まず問題になるのはヴェルサイ

ユ条約である。ここには従来のヨーロッパ国際法

から逸脱した新しい戦争概念への萌芽が見出され

る。古い意味での戦争犯罪とは、戦時の不法行為

について問うものであった。だが、ヴェルサイユ

条約第227条は、「人道に反する独特的な犯罪とし

ての攻撃戦争」に対する責任ゆえにヴィルヘルム

２世を戦争犯罪人として告発するものであった。

1914年に始まった戦争は、不正であり、正当化さ

れえない。こうして戦争は非差別的であることを

止め、不正な戦争と正義の戦争とに分けられるこ

とになった。しかも、戦争は国家と国家との関係

として把握されることなく、訴追は個人に限定さ

れた。「国家相互間的なヨーロッパ国際法の根本思

考、正しい敵という理論は、廃棄される」。戦争が

差別化され、意味変化が生じたことに対応して攻

撃戦争を有罪化する動きが起こった。それは、1924

年のジュネーヴ議定書にも見られる。こうして「戦

争を犯罪とする思考が、ヨーロッパにとって、至

るところで見出しうるその最初の表現を得たので

あった」。しかし、1919年から1939年までの時代

に受けた経験のために、「ジュネーヴ議定書の努力

はすべて失敗」したのである（以上、シュミット
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[1976]）。 

シュミットの言い分は、一面で正しい。なぜな

ら、戦争を犯罪とする思考は、ジェノサイド等に

よって踏みにじられたからである。たとえばジュ

ネーヴ議定書後の不戦条約（戦争抛棄ニ関スル条

約）は、締約国が国際紛争解決のため「戦争ニ訴

フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政

策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコト」を宣言し、

一切の紛争は「平和的手段」による以外に解決を

求めない、としていたが、正規の「国家の政策の

手段としての戦争」以外の戦争を対象外とし、条

約違反に制裁措置をとる規定を欠如しており、し

かも、米独はこの条約によって自衛権に基づく武

力行使は否定されないとの見解を採ったから、事

実上、反故にされたと言ってよい。 

だが、にもかかわらずシュミットの見解とは反

対に、２度の大戦経験を通して戦争違法化の議論

は進まずにはいなかった。なぜなら、かつて戦争

が富を獲得するための手段であったとすれば、い

まやそれは富（財と諸個人）を相互に破壊する行

為に転化したからである。戦争の決定にも遂行に

も関与していない人びとを大量に殺傷したことに

よって、そしてそれが不可避となった段階では、

戦争の様態（←交戦法規）だけでなく、ついには

戦争そのものが否定されるようになる。このこと

は法制化の脈絡だけで理解されるべきではない。

もはや戦争は、ジェノサイドにまで至り、正当性

を喪失したのではなかろうか11。戦争は、不正な

戦争と正義の戦争と分けられ、正当戦争論が復活

したというよりは、正当化不能と化したのだ。 

 

２．世界大戦後の戦争と紛争２．世界大戦後の戦争と紛争２．世界大戦後の戦争と紛争２．世界大戦後の戦争と紛争    

 

■世界大戦後の諸戦争■世界大戦後の諸戦争■世界大戦後の諸戦争■世界大戦後の諸戦争    

第二次世界大戦後、植民地支配は終焉を遂げ、

多くの独立国民国家が成立した。1947年以後、米

                                                           
11 アーレントは、「暴力の機器の技術的な発達は、いま

や、どんな政治的目標も到底その破壊力に引き合わない

し、武力紛争でそれらを実際に使用することも正当化で

きないところまで達してしまった」（アーレント[2000]）

と述べた。 

ソの冷戦構造が基本となった。核兵器が開発され、

アメリカとソ連の軍拡競争が展開された。個々の

国民国家にとって戦争を遂行することは困難にな

り、超大国だけが全面戦争を遂行する能力を保有

することになったのである。米ソの対立が烈しく

なり、一時的に緊張を高めた時期もあったが、同

時に直接の戦争は避けられ、代理戦争、米ソの単

独介入による限定戦争が続いた（中東戦争／朝鮮

戦争／キューバ危機／ヴェトナム戦争等）。 

戦争はヨーロッパ、アメリカ等の先進諸国間で

はなく、主に周辺において起こった。ホブズボー

ムによれば、戦争は第三世界へと追放された（ホ

ブズボーム[1996]）。先進諸国はふたたび中心では

戦争を起こせなくなったとも言いうる。周辺での

戦争は、ヴェトナム戦争やソ連のアフガニスタン

侵攻のように、大国の侵攻によるものと、新興諸

国において内戦的性格をもつ戦争、民族紛争があ

る。後者は、米ソ等による介入によるものもある

が、独立した新興諸国家が、相互において、また

内部において矛盾・対立を抱え、戦争や内戦、民

族紛争を繰り返す場合も少なくない（印パ戦争／

カンボジア内戦／スーダン内戦／ウガンダ内戦／

イラン＝イラク戦争等）。この場合には、植民地時

代の支配が影を落としている。 

大戦後の戦争において特徴的なのは、国際連合

の関与である。国連憲章は、第１章「目的及び原

則」の第１条第１項に、国際連合の目的を次のよ

うに規定している。 

「第１条 国際連合の目的は、次のとおり

である。 

 １ 国際の平和及び安全を維持すること。

そのために、平和に対する脅威の防止及び

除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧

とのため有効な集団的措置をとること並び

に平和を破壊するに至る虞のある国際的の

紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段

によって且つ正義及び国際法の原則に従っ

て実現すること」。 

この目的を達成するための原則として、第２条は、

すべての加盟国が「その国際紛争を平和的な手段
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によって」解決すべきこと、「その国際関係におい

て、武力による威嚇又は武力の行使を」控えるべ

きこと、を規定している。 

こうして国連憲章は、武力行使一般を禁止し、

紛争の平和的解決を求めた。大戦後は、国連憲章

を前提するかぎり、侵略戦争だけでなく、武力行

使一般が、違法化される水準にある。ただし、国

連が戦争に関与しないというのは幻想である。国

連憲章第７章では、「平和に対する脅威、平和の破

壊及び侵略行為に関する行動」を規定し、国連と

して非軍事的措置と軍事的措置をとることを容認

し、さらに、自衛権の行使を認めた。 

国連憲章以後形成された諸措置は、まとめると

下記の通りとなる（筒井[1971]、最上[2006]など）。

これらの制度化が、今日でも基本的な枠組みをな

している。 

１）武力行使の禁止（ただし、自衛権の行使を

認める） 

 ２）国際間の調整その他 

３）国連としての強制行動：「国連軍」＋授権に

よる武力行使＋経済的制裁 

 ４）平和維持活動（総会決議に基づく停戦監視

軍） 

 ５）非人道的兵器の禁止：化学兵器禁止条約／

対人地雷禁止条約 

 ６）法制化／裁判所の設置 ：国際人権規約／ロ

ーマ規程 

７）人道的介入：国連開発プログラム「人間の

安全保障」 

国連は、さまざまな手段をもって国際の紛争に介

入した。朝鮮戦争、第２次中東戦争、コンゴ動乱、

キプロス内戦などにおいて、多国籍軍、国連緊急

軍、平和維持軍や停戦監視団を派遣した。内戦は

別として、多くの国家間戦争は国連の基準に制約

されている。朝鮮戦争時の米軍と同盟軍が「国連

軍」を名乗ったのも、第２次中東戦争やコンゴ動

乱等において多国籍軍が「国連軍」とみなされて

いるのも、それの現れであろう。だから、国連が

戦争に有効な規制力をもったと無条件にみなすこ

とはできない。アメリカ主導の安保理に基づいて

国連の名の下に戦争が遂行されたというほうが正

確なのである。 

  

■グローバル化時代の戦■グローバル化時代の戦■グローバル化時代の戦■グローバル化時代の戦争争争争    

近代以後の戦争がネイションと結びついていた

とすれば、グローバル化時代の、すなわち「国民

国家の相対化」が云々される時代の、戦争はどう

説明されるのか。 

1990 年代以後、グローバル化が進むにつれて、

「国民国家の相対化」論が現れた。たとえば西川

長夫はグローバリゼーションを「文明化の最終局

面」と規定し、国民国家のゆらぎを語った（西川

[2001]）。戦争、大量殺戮、民族紛争、貧富の格差

拡大、国家による管理等の国民国家の弊害を指摘

し、ソ連・東欧の社会主義国家の崩壊や、多国籍

企業、人口移動の急増等の歴史的変動を論じるこ

とによって、西川が示すのは、国民国家は絶対的

なものではなく、崩壊すべきもの、ということで

ある。こうした論調は、復活したとされる市民社

会論、グローバリゼーション論（坂本[1997]、ス

トレンジ[1998]等）でも顕著であった。 

たしかに、世界銀行・ＩＭＦによる構造調整プ

ログラムが債務国家を解体し、ＷＴＯが多国籍企

業のグローバルな展開、各国の規制緩和を推進す

る中で、国家の主権の相対的低下、解体が指摘さ

れるのは当然である。だが、はたしてすべての国

民国家は言われるほどに相対化されたか。西川長

夫はブルデューの「国民国家の擁護」（ブルデュー

[2000]）という問題設定を批判して、「一方でナシ

ョナリズムを煽り立てながら他方でグローバル化

を推進するというのは、政治的経済的危機に直面

した国民国家の政府がとる常套手段である」（西川

[2001]）と述べている。もしグローバル化を推進

するのが国民国家であるとすれば、国民国家のゆ

らぎというだけでは済まない。要するに国民国家

は今日でも、グローバル化とナショナリズムを一

体的に推進しているというほうが整合的であろう。

グローバル化の主体が国境を越えて世界規模で活

動しているかぎり、国家の相対化を語ることは可

能であるとしても、国家もまたグローバル化の中
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でそれに相応しく再編されたのであり、グローバ

ル企業との結合を強めた(ヒルシュ[1998]、サッセ

ン[1999]等)。市場経済領域を国家領域と対立させ

て把握することは、適切であるとは思われない。 

グローバル化は少なくとも、ナショナルな単位

の喪失、グローバルな統合や調和的世界の出現を

意味するものではなかった。第１に、グローバル

企業はネイションの運命に対する関心を低下させ

（ライシュ[1991]、トッド[1998]、ジョージ[1999]

等）、リストラ、海外投資、雇用形態の多様化、所

得格差の拡大等をネイション内部にもたらした。

第２に、国家は規制緩和、社会保障の削減等を通

して、国民統合の基礎を掘り崩した。グローバル

化は、ネイション内部に経済的政治的分裂を顕在

化させた。第３に、グローバル企業の世界規模で

の展開は、競合ないし協調する他の国民国家との

軋轢を生みだした。第４に、グローバル化は、グ

ローバル企業と発展途上国の諸国家および諸国民

との対立を、あるいは先進諸国家による発展途上

国の抑圧を、生みだした。それはときに暴力的形

態をとり、民族紛争やテロ、戦争となって現れた

（湾岸戦争／９・１１テロ／アフガン戦争等）12。 

さて、冷戦終結後のグローバル化と「国民国家

の相対化」論に対応して、「帝国」論が現れた。ネ

グリ／ハートの『〈帝国〉』論も、「国民国家の相対

化」論に立っている。国民国家の主権が衰退して

新たに現れるグローバルな主権が〈帝国〉である。

〈帝国〉は、経済や文化の「グローバルな交換を

有効に調整する政治的主体」のことであり、この

世界を統治している主権的権力のことである。グ

ローバルな政治体制は、３つの層からなるピラミ

ッド型の構造をなしている。第１層は１つの超大

国を頂上にして、Ｇ７（先進国首脳会議）を構成

し、主要な国際金融機関（ＧＡＴＴ，ＷＴＯ，世

界銀行、ＩＭＦ）を管理する一連の国民国家とそ

の他のグローバルな連合組織から成る。第２層は、

主に世界に横断的に拡がる多国籍企業と多くの主

権的な国民国家から成り、これに対して第３層は、

                                                           
12 グローバル化とナショナリズムに関する私の了解は、

渡辺憲正[2004]を参照。 

民衆の利害を代表する諸集団、つまり従属的国民

国家の集合体や国民国家などから相対的に自立し

たＮＧＯ、平和団体等の――「市民社会」を構成

するとされる――諸組織から成る。〈帝国〉とは、

資本主義的主権の実現、すなわち「世界市場の実

現や資本の下へのグローバル社会の実質的包摂」

をもたらすグローバルな管理社会の確立であり、

これは、核兵器と貨幣とエーテル（管理の媒体）

によって作動しているとされる。これに対しては、

グローバルな市民権をめざすマルチチュードの抵

抗――国家やアイデンティティ、民衆への帰属と

いう隷属状態に抗する闘争、主権とその諸制約か

らの逃亡――が現れる（以上、ネグリほか[2003]）。 

以上の構図は現状を写す。とはいえ、グローバ

リズムの諸主体のもつ表象を前提とした理論と言

うべく、管理社会論の陥りがちな現実の一面化を

共有している。グローバルな主体にはグローバル

なマルチチュードが対抗するというのも、抽象的

表層的である。いかに国民国家の主権が掘り崩さ

れたとしても、それを受け入れて議論を組み立て

るのは後退的であり、また実態に合わない。〈帝国〉

とは、「最高位」にある国民国家の下での国民国家

の世界体制のことでもある。アメリカ〈帝国〉を

力の及ばない地点に祭り上げるわけにはいかない。 

現代帝国論にネグリ／ハートとは異なる接近を

試みたのは、トッドである。トッドは、次のよう

なテーゼを掲げている。(1)民主主義が至るところ

で勝利するなら、軍事大国としてのアメリカ合衆

国は世界にとって無用のものとなる。(2)世界がア

メリカなしで生きられることを発見しつつあると

きに、アメリカは世界なしに生きられなくなりつ

つある。アメリカの貿易赤字は1990年の1000億

ドルから2000年に4500億ドルになり、対外収支

の均衡をとるために、外国資本のフローを必要と

する。アメリカは「客観的には略奪をこととする

存在になった」。かくてトッドは、「今日地球上に

のしかかる全世界的均衡を乱す脅威は唯一つ、保

護者から略奪者へと変質した、アメリカそのもの

なのである」、と語った（以上、トッド[2003]）。 

グローバル化された世界は、トッドも言うとお
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り、依然としてアメリカだけでなく、いくつかの

有力なネイションと発展途上の国民国家の複合的

システムとして、かつ内部に多様な対立・矛盾を

抱えた集合体として、存在するであろう。民族紛

争や戦争は、この体制に存在する対立・矛盾の発

現形態にほかならない。 

 

■民族問題と「新しい戦争」の諸相■民族問題と「新しい戦争」の諸相■民族問題と「新しい戦争」の諸相■民族問題と「新しい戦争」の諸相    

冷戦構造の終結後、一時期「世界の平和」が訪

れるかの議論がなされたことは、よく知られてい

る。他方、ハンチントンの「文明の衝突」論も話

題を呼んだ。現実には、1990年代以後、ネイショ

ンと民族に関する問題――マイノリティ問題、ナ

ショナリティ問題、エスニシティ問題――はかえ

って顕在化したとさえ言いうる。マイノリティ問

題とは、ネイション内部になお存在している少数

民族問題を言う（→北アイルランド問題／ケベッ

ク紛争／バスク紛争／コルシカ問題等）。ナショナ

リティ問題とは、インド、ロシア、中国などの大

国の多民族支配下に起こる民族問題である（→タ

ジキスタン内戦／ナゴルノ・カラバフ紛争／チェ

チェン紛争等）。エスニシティ問題は、発展途上国

内部にあって民族社会・部族社会を基盤として成

立する民族的対立、紛争を指す。一般にそれは内

乱、内戦となって現れる（ユーゴ内戦／ルワンダ

内戦／コンゴ内戦／ソマリア内戦等）。ただし、こ

れらの問題は、大戦後すでにさまざまな形態をと

って争われていた。たしかに冷戦終結後、大国支

配が揺らぐ中で、民族紛争が多発したのも否定さ

れないとしても、それ以前に「新しい戦争」の基

盤が存在していたことも無視すべきではない。 

1990年代以後、戦争は新しい様相を帯びるよう

になったとされる。 

カルドーによれば、「新しい戦争」の政治は、次

の特徴をもつ。第１は、「新しい戦争」の目標がア

イデンティティ・ポリティクスに関わるというこ

とである。アイデンティティ・ポリティクスとは、

民族、部族にせよ、宗教にせよ、ある特定のアイ

デンティティに基づく権力の追求を意味する。第

２は、戦争行為の様式の変化である。新しい戦争

行為の戦略は、従来のゲリラ戦と対ゲリラ戦との

方法――非戦闘員への暴虐行為、包囲攻撃、歴史

的建造物の破壊等――により、恐怖と憎悪をかき

たて、異なるアイデンティティの人びとを排除し

追放するところにある。第３は、非公式な資金調

達。「新しい戦争」の政治は、グローバル化の結果

であり、近代的国家の後退局面に現れる。グロー

バル化のプロセスは、(1)経済的には、金融と技術

のグローバル化、市場の専門化や多様性の高まり

に応じて国家レベルにおける経済の組織化機能を

低下させ、(2)政治的には、ガヴァナンスの脱国境

化と地域化をもたらし、国家は国際的機関による

規制と非公式な非政府ネットワークによる規制と

を受けており、(3)組織的にも水平に分権化された

ネットワークの組織形態を生みだし、(4)社会構造

では、階層格差を、国家間でも地域間でも生みだ

した。 

 カルドーの議論は、「国民国家の相対化」論に通

じるものがある。たしかに、弱体化した一部の国

家の様相をよくとらえてはいる。国家が正統性を

失い、内部に多くの格差など分裂を抱え込んでい

ることが、今日のアイデンティティ・ポリティク

スを生む温床となっており、「新しい戦争」とつな

がっているというのは、一定の説得力をもつ。し

かし、「新しい戦争」に関するカルドーの議論に問

題がないわけではない。第１に、新しい戦争を生

みだすような貧困や隷属は 1980 年代以後に限ら

れておらず、発展途上国では恒常的に存在したと

いうことである。だから、カルドーもすでに 20

世紀のゲリラ戦や非正規戦争に新しい戦争の先駆

を認めるように、「新しい戦争」といわれる形態は、

列強の戦争に対抗して「戦争」を余儀なくされて

きた側では何も新しくはない13、むしろ20世紀の

初めから植民地では主要な形態ではなかったか。

第２に、カルドーの議論と異なり、「新しい戦争」

の中心は依然として先進諸国だということである。

                                                           
13カルドー自身、冷戦期にも世界各地で多くの戦争が勃

発し、第二次世界大戦を上回る死者が発生しているにも

かかわらず、これらの戦争が旧来の戦争概念にそぐわな

いものであったために戦争として認識されていない、と

述べている（カルドー[2003]）。 
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カルドーの「新しい戦争」論に現れる主体はアイ

デンティティ・ポリティクスを求める民族集団等

である。しかし、湾岸戦争以後を振り返るならば、

内戦は別として、戦争の中心は、ＮＡＴＯ軍、多

国籍軍などを統括する先進諸国、とくにアメリカ

である（アフガン戦争／イラク戦争等）14。たし

かに古い国家間戦争の様相を呈していないという

意味で「新しい戦争」を語ることは可能だが、戦

争はすでに第二次世界大戦以来、単純な国家間戦

争であることを止め、民族紛争や内戦の形態をと

って存在してきたのである。 

 戦争に「新しさ」を見出すとすれば、戦争が正

当性を喪失した中で、(1)カルドーの指摘するよう

な民族紛争、内戦、テロの様相を呈しながら、大

国による介入戦争となっていること、(2)超大国ア

メリカの支配という帝国的状況の下で、人道性と

デモクラシーという理念を掲げて介入を正当化す

ること、(3)９・１１同時テロ以後は、アメリカが

国際法の制約さえ蹂躙して戦争に乗り出し、それ

を「正戦」に仕立て上げたこと、にあるのではな

いか。 

 

 

第３節第３節第３節第３節    平和の現代的諸構想平和の現代的諸構想平和の現代的諸構想平和の現代的諸構想    

 

「新しい戦争」時代に、平和はどう構想される

のか。構想にあたってはさまざまな次元が区別さ

れうる。 

 

■国際的機構および法制化による平和構想■国際的機構および法制化による平和構想■国際的機構および法制化による平和構想■国際的機構および法制化による平和構想    

 国際的機構と法制化による平和構想には、長い

歴史がある（ウィリアム・ペン、サン＝ピエール、

ルソーらの構想、カントの世界共和国構想15、

                                                           
14 渡辺治は、現代戦争の新しい性格として、(1)地域紛

争やテロを契機としてアメリカが介入して起こること、

(2)戦争主体が非対称的であること、(3)アメリカ帝国を

盟主とする諸大国が同盟して共同行動を起こしている

こと、(4)先進諸国には非総力戦であること、の４項目

を挙げている（渡辺治ほか[2003]）。 
15 カントは、周知のように、３つの確定条項を立て、６

つの予備条項として、常備軍の廃止、対外紛争のための

国債発行の禁止、他国に対する暴力的干渉の禁止、戦争

等々）。 

大戦後には、すでに示したように、国際的に〈平

和〉のための制度化、すなわち法制化や機構化が

図られた。この制度化を基礎にして、平和のため

の法的規制、武力行使などの介入を正当化する議

論は多い（ウィーゼルほか編[1997]、カルドー

[2003]、最上[2006]、渡辺治ほか[2004]等、参照）。

たとえば、カルドーの提起するコスモポリタン・

アプローチは、国際的原則・法的規範によって、

次のような課題を実現しようとするものである。

(1)正統性の再構築、(2)コスモポリタン法の執行、

(3)武力の行使、(4)支援（人道的支援から復興へ）。

「新しい戦争」では正統な暴力の独占が崩壊して

いる。国際人道法と国際人権法を結合したコスモ

ポリタン法を制定し、正統性を回復すべきである

（カルドー[2003]）。コスモポリタン法の執行は、

戦闘行為と警察行為の中間に位置し、平和維持活

動に警察業務を加えたものとして把握され、した

がって武力の行使もこの延長に構想される。 

 問題は、そもそも回復されるべき「正統性」と

は何か、であろう。それが人権法等によるかぎり、

つねに西欧的価値の普遍性が前提され、それが押

しつけられる。たしかに、カルドーが「新しい戦

争」を「民族浄化と大量虐殺の戦争」ととらえる

ことは必ずしも間違ってはいない。しかし、だか

ら「国際的な人権的規範」を維持するために行う

戦争は正当化される、ということができるだろう

か。カルドーの議論は、あまりにも西欧的価値、

国連型平和に寄りすぎているのではあるまいか。

このことは、カルドーが「新しい戦争」の現場と

なっている国家・地域の歴史――かつて植民地で

あった歴史――をほとんど問題としないところに

                                                                                  

における卑劣な行為の禁止、を主張し、戦争を抑制する

諸手段を構想している。カントは、先進ネイションの征

服、戦争に対して、「友好をもたらす諸条件」を超える

ものとして、強く反対している。カントが各国家の共和

政的市民体制を要請したことは、平和を国家内部に暴力

的機構のない状態と結びつけるという視点を提供する

ものとして、高く評価されうる。ただし、カントは、君

主の恣意による暴力等を批判しても、ネイションそのも

のが本質的にもつ暴力性――「共和政」において存在す

る暴力性――を批判しえているわけではない。 
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も現れている。 

 国際的な武力介入の正当性は、ＮＡＴＯ軍によ

るコソヴォ空爆、９・１１同時テロ後の対アフガ

ン戦争、対イラク戦争に関してさまざまに論じら

れてきた（藤原[2003]、山内進編[2006]）。ここで

は、人道的介入などについてなされたハーバーマ

スやウォルツァーらの議論に立ち入ることはでき

ないが、いずれの議論も、基本的に国連などの国

際的機構を前提し、法制化に基づいて規制を行う

方向であり、一定の現実性があることは認められ

てもよいかもしれない。しかし、それでも対抗上

の武力行使、いわゆる「人道的介入」は、支持さ

れない。なぜなら、今日いかなる武力行使も、軍

事施設、戦闘員に対する攻撃に限定されておらず、

したがって「民族浄化」と「大量殺戮」の招来を

避けられないからである。 

かつて18世紀後半から19世紀に、先進諸国が

とくに周辺において戦争を起こしたときには、人

間の権利とネイションの権利は並行関係でとらえ

られ、戦争は正当化された。しかし、いま世界大

戦以後の武器の高度化を前提したとき、中心でも

周辺でも、戦争は富の破壊と権利の否定に転化し、

正当化できなくなった。日本国憲法第９条が擁護

される根拠は、ここにあるのではないか。 

 

■経済的あるいは文化的交流による平和構想■経済的あるいは文化的交流による平和構想■経済的あるいは文化的交流による平和構想■経済的あるいは文化的交流による平和構想    

 経済的なレベルでの交流は、それが富の取引と

蓄積を目的とするかぎり、平和を要請するとして

も不思議はない。それゆえに、コブデンとブライ

トの自由貿易＝国際平和論等、平和と商業を結び

つける構想が提起されてきた。ここでは典型的な

事例としてカントを、そして、それへの批判とし

てフィヒテの封鎖商業国家論を見ておく。 

 カントは、『永遠平和のために』第１補説「永遠

平和の保証」において、商業精神によって諸国民

が平和を求めるようになると述べている。 

  「自然は、賢明にも諸国民を分離し、それぞ

れの国家の意志が、国際法を理由づけに用い

ながら、そのじつ策略と力によって諸国民を

自己の下に統合しようとするのを防いでい

るが、しかし他方ではまた、互いの利己心を

通じて諸国民を結合するのであって、じっさ

い世界市民の概念だけでは、暴力や戦争に対

して、諸国民の安全は保障されなかったであ

ろう。商業精神は、戦争と両立できないが、

遅かれ早かれあらゆる国民を支配するよう

になるのは、この商業精神である」（カント

[1985]）。 

これに対してフィヒテは、商業利害が戦争を引き

起こしかねないとの立場から、次のように論じた。

国家は各人に所有を得しめ、これを保護するとこ

ろに本分がある。国家こそ不特定多数の人間を一

つの封鎖された全体に結合し、所有を成立させる

ものである。国家には、生産者階級と職人階級と

商人階級が存在する。これらの取引の結果として

各階級の生活を保証すべき義務を国家は負うので

あり、それゆえに支配の及ばない外国人との一切

の取引を市民に禁ずるのでなければならない。こ

れが「封鎖商業国家」である。封鎖商業国家は各

市民（所有権主体）に、労働に応じた分け前を保

証する。だが、現実には国家は自国の商業利益を

求めて、貿易を行うのである。それは戦争にも至

る。「相争う商業利益が戦争の……真実の原因であ

ることがしばしばである」。戦争が廃棄されるべし

とするならば、戦争の根拠が廃棄されなければな

らない。いかなる国家も、戦争――「自然的戦争」

――によって獲得すべく意図するもの、すなわち

「各自の自然的境界」を獲得しなければならない。

かくするならば、各国は他国に対してそれ以上の

ものを求める必要はない。自己の自然的境界を獲

得したのち、国家は封鎖を行う。封鎖商業国家は、

国内において著しい福祉を実現し、外国貿易はこ

れを政府が独占して、管理する（以上、フィヒテ

[1967]）。 

フィヒテが、商業利益が戦争原因とならぬよう

に、経済的に安定したネイション形成を果たそう

としていることは明らかである。各国が封鎖商業

国家となったときには、戦争を起こす原因を失い、

相互に限定的な取引を行うことになるだろう。こ

れがフィヒテの平和構想である。 
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経済的交流と平和をつなぐ構想は、今日でも絶

えていない。たとえば欧州連合の源流をなす欧州

石炭鉄鋼共同体は、ヨーロッパにおいて石炭と鉄

鋼を共同開発・管理することによって、域内の戦

争を終結させる――「不戦共同体」の結成――と

いう意図の下に、1952年に設立された。こうした

構想は、ヨーロッパでのみ成立するものであり、

無条件には評価できない。なぜなら、西欧諸国こ

そ戦争を仕掛けてきた側に属するのだからであり、

依然としてＮＡＴＯを構成して戦争に加担してい

るからである。しかし、経済の安定的な交流を求

めるゆえにヨーロッパでは戦争ができなくなった

という事態は考慮されてよい。 

文化的交流について。これの中心は、非西欧世

界を「野蛮」と描く西欧側の根深い偏見を克服す

ることである。民族的偏見に基づき、野蛮人への

戦争を正戦ととらえてきた長い歴史があり、それ

ゆえに植民地化を「文明化」と語ってきた在り方

は、文化的交流を通して根本的に変えられる必要

がある。 

とくに言及しておくべきは、アメリカ支配者層

の囚われである。ヴェトナム戦争時、アメリカ人

はヴェトナム人をgook（＝汚物）と蔑称し、対ア

フガン戦争、対イラク戦争にあたってもそれを「文

明と野蛮の対決」と描き、相手を「野蛮人」と性

格づけた。これは単なるレトリックではなく、古

代中世期以来続く、周辺に対する根深い囚われと

みなすべきである。文化的交流は、これを脱却す

る１つの道であると思われる。先進諸国民は、本

質的に「内向き」であり、したがって「排外的」

になるのではないか。これを打開する必要があろ

う。 

 

■「新しい戦争」への対抗運動■「新しい戦争」への対抗運動■「新しい戦争」への対抗運動■「新しい戦争」への対抗運動    

 国民戦争となって以来、戦争は第１に、国民動

員なしに遂行されないものとなった。それは、国

民を徴兵するという意味でも、国民の支持を取り

付けるという意味でも、不可欠のものとなった。

もはや戦争は戦闘員だけでは遂行されず、長期に

わたって恒常的に動員を準備すべき行為となった。

第２に戦争は、兵器の発達により、超大国を除く

いずれの国家においても起こすことが困難になっ

た。カルドーによれば、「すでに第二次世界大戦の

時点でさえ、個々の国民国家にとって単独で戦争

を遂行するのは不可能であることが明白になっ

た」（カルドー[2003]）。第３に、戦争違法化の国

際的合意の下で冷戦が終結したとき、戦争の正当

性について基本的な制約が生まれた。大量破壊兵

器といい、テロといい、民族浄化や大量殺戮とい

い、いかなる理由にせよ、ある国家が他の国家に

武力介入することは困難である。第４に戦争は、

いまや本質的に、武器によって諸個人と財からな

る富の破壊をもたらすものとなった。すなわち戦

争は、戦闘員による戦闘行為だけから構成されず、

必然的に非戦闘員をも巻き込むものとなった。武

器そのものが包括的な破壊力を獲得したことから

も、それを証明できる。このことは、人道的介入

と称される武力行使も同様である。それゆえに、

今日戦争そのものを正当化することは本質的にで

きない。 

こうした条件において、戦争を起こすまでには

かなりの幅がある。ここに、戦争に反対する運動

の介在する余地があるであろう。 

戦争に反対する理由・根拠はさまざまであり、

対抗運動も多様な形態をとる。 

第１は、核兵器、テロ、軍事基地、対人地雷等

の個別的反人道性に抵抗する平和運動。ＮＰＯや

ＮＧＯの運動、市民運動、反核平和運動等。第２

は、グローバリズムのもたらす貧困・隷従等の構

造的暴力に反対する反グローバリズムの平和運動

（渡辺治ほか編[2004]等）。世界社会フォーラムの

運動（フィッシャーほか編[2003]、武藤[2003]、

武藤[2006]）が典型的であろう。この社会運動は、

「真の民主主義の実践」を支持し、「あらゆる形の

支配・統制、そしてある人間が他の人間に服従さ

せられることのすべて」を非難する「原則憲章」

を提起している。第３は、国際的法制化の水準に

基づく反戦平和運動。第４は、絶対平和主義に基

づく平和運動。 

対テロ、民族浄化反対等について言うなら、戦
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争以外の外交、法的規制、その他、対抗運動のあ

らゆる可能性を尽くして阻止する道が探られるべ

きであろうと思われる。 

  

■ネイションを超える■ネイションを超える■ネイションを超える■ネイションを超える    

 戦争を阻止する第１の課題は、戦争国家をなく

すことである。アメリカはいまだに戦争によって

経済を成り立たせている〈帝国〉である。軍産複

合体を廃絶することは戦争を止めさせる基本であ

ろう。 

トッドは、アメリカが「劇場型軍国主義」を演

出するために繰り出す戦略について、(1)問題を最

終的に解決しないこと、(2)イラク、イラン、北朝

鮮、キューバ等の小国に目標を定めること、(3)

新兵器を開発すること、の３つを指摘している（ト

ッド[2003]）。この矮小化された〈帝国〉はすでに

さまざまに行き詰まっている。アメリカの軍事経

済を転換し、民主主義を回復することは、平和に

とって本質的である。 

アメリカだけの問題ではない。今日、ネイショ

ンは、新自由主義とグローバリズムの下で、国内

でも国外でも対立矛盾を深めている。日本では、

それは、ワーキング・プア等に見られる格差や貧

困、過労死や自殺などとして現れている。ネイシ

ョンの分裂をナショナリズムや保守主義によって

統合する動きも目立つ。それは、まさに今日的枠

組みの中で戦争を引き起こす道である。これに対

抗していくためには、現在のネイションを変革し

なければならない。 

拙論「無所有と自立」において私は、現体制内

部での変革の次元に３つの課題を提起した。(1)

福祉国家型社会の構築、(2)生活世界の充足、(3)

民主主義の実現。これらは、ネイションの枠組み

を前提しながら、かつそれを超える構想である（渡

辺憲正[2007]）。ネイション内部の対立を可能な限

り超えていくことは、それ自体が戦争をなくす方

途である。 

マルクスは、共産主義に至る過程で「プロレタ

リアートは、まずもって政治的支配を獲得して、

国民的な階級の地位に昇り、自らをネイション

(Nation)としなければならない」とした上で、ネ

イションにおいて民主主義を実現する課題を提起

し、こう述べた。 

「［プロレタリアートの支配の下では］一個

人による他の個人の搾取が廃止されるにつ

れて、一国民による他の国民の搾取も廃止さ

れる。各国民内部における諸階級の対立が廃

棄されるとともに、各国民相互の対立も廃棄

される」（マルクス[1983]）。 

これは、必ずしも戦争と直接につながっている事

柄ではないにしても、ネイションの歴史から得ら

れる示唆である。 

もちろん、グローバル化が進む今日では、ネイ

ション内部に自足した変革は本質的に限界を抱え

ることになる。新自由主義とグローバリズムに反

対する国際的変革運動と結合した変革であること

が要請されている。 
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